
   
 

令和４年３月２９日 

総合政策局物流政策課 

 

産業競争力強化法に基づく「事業適応計画」の認定について 

 

国土交通省は、日本通運株式会社から申請のあった産業競争力強化法に基づく

「事業適応計画」について、令和４年３月２９日付で認定を行いました。 

 

１．事業適応計画の認定 

 申請者から令和４年３月１８日付で提出された「事業適応計画」について、産業競争

力強化法第２１条の１５第４項の規定に基づき審査した結果、同法第２条第１２項に規

定する事業適応計画を行うものとして、同法で定める認定要件を満たすと認められるた

め、「事業適応計画」の認定を行いました。 

また、同法第２１条の２８第２項の規定に基づき審査し、同法第２１条の１５第４項

に規定する事業適応計画を行うものとして、同法規定に基づく「生産性の向上または需

要の開拓に特に資するもの」として主務大臣が定める基準に適合することを確認しまし

た。 

今回の認定により、申請者は税制措置の適用を受けることが可能となります。 

 

２．事業再編計画の実施時期 

開始時期 令和４年４月 ～ 終了時期 令和８年１２月 

 

３．申請者の概要 

名 称：日本通運株式会社 

資 本 金：７０１億円 

代 表 者： 齋藤 充 

本社所在地：東京都千代田区神田和泉町２番地 

 

 

 

【問い合わせ先】 

総合政策局物流政策課(物流産業室)和田、木村 

 

             TEL：03-5253-8111（内線：25-413,25-332） 

（直通）03-5253-8300（物流産業室） 

FAX：03-5253-1559 

 



 

 

様式第十八の四（第１１条の３第３項関係） 
 

認定事業適応計画の概要の公表 

 
 
  １．認定の日付 

2022 年 3 月 29 日 
 

  ２．認定事業適応事業者の名称 
日本通運株式会社 
 

  ３．認定事業適応計画の内容 
（１） 事業適応に係る事業の目標 

同社は、今後の成長の要となる国際航空貨物事業において、競合他社に先立ち、「グロー

バルレベルでの情報一元化」を実現する DX の推進を実施する。これを通じて、調達力・

開発力・販売力の強化によるグローバル市場における競争力向上と同時に、業務効率化に

も取り組むことで、労働力不足に対応するとともに収益力の更なる増強を図る。また、同

社は今後の取組みとして陸海空のクロスモードセールスの更なる推進を掲げている。当該

DX 推進により、国際航空貨物事業の顧客の維持・獲得が国際航空輸送のみならず国際海上

輸送や国内輸送における取引拡大にも寄与し、同社全体のトップラインの成長を牽引して

いくことが見込まれる。 
創立 100 周年に向けた新たな長期ビジョンにおいて掲げている「将来のありたい姿」で

ある「グローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニー」の実現を目指すために

は、時代の潮流へのタイムリーな対応が将来的に肝要となる。同社が推進する DX におい

ては、この実現に向け、従来のレガシープロトコルによる制約から脱却しシステムのオー

プン化を図ることにより、外部法人との連携や社内の新ツール等との連携を容易にする。

これらの取組みにより、営業力を強化しつつ、当該対応に要する同社の工数も削減し、グ

ループの持続的成長と企業価値向上を目指す。 
 

  （２） その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若し

くは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを示す目標 
令和 8 年度（2026 年度）において、総資産利益率が比較対象期間（平成 26 年度（2014

年度）から平成 30 年度（2018 年度）までの期間）におけるその総資産利益率の平均値を

2.21 ポイント上回ることを目標とする。 
 

  （３） 財務内容の健全性の向上を示す目標 
令和 8 年度（2026 年度）において、同社の有利子負債はキャッシュフローの 3.6 倍、経

常収支比率は 109％となる予定である。 



 

 

 
  （４） 事業適応の類型 

情報技術事業適応 
 

  （５） 計画の対象となる事業（日本標準産業分類における中分類名称及びその分類コード） 
「４４：道路貨物運送業」 
（選定の理由） 

同社は、昨今の経済社会情勢の変化の中で、同社の目指すグローバル市場で存在感を持つ

ロジスティクスカンパニーを目指すうえで重要な国際航空貨物事業における DX 取組によ

る事業適応を実施していくため。 
 

  （６） 事業適応の具体的内容 
国際航空貨物事業における基幹システムを構築し、海外グループ法人と発着地間で共有

するデータ、他の輸送システムから取得した配送情報をクラウド上で一元管理するととも

に、顧客のシステムとの連携により共有する貨物情報・配送情報・請求情報や、全社の財

務情報を有効に組み合わせて活用する。  
これらの国内外の様々なデータを一元管理することにより、各種入力や実績集約、通関

書類作成等の工数を削減して労働力不足に備えた生産性の徹底的な向上や働き方改革の加

速、ペーパーレス化に取り組む。それに加え、集約された経営情報をもとにしたタイムリ

ーな経営判断による収益性向上に取り組んでいく。 
また、従来のレガシープロトコルによる制約から脱却し、システムのオープン化を図る

ことにより、外部法人との連携や社内の新ツール等との連携が容易になり、一元化された

情報を新たな形で利活用していく柔軟性が高まる。例えば API 連携等による顧客システム

への貨物配送情報の連携や輸送におけるCO2排出量のタイムリーかつ包括的な把握等のよ

うに、時代の潮流に応じて多様化する顧客ニーズに応じたサービス展開を図ることが可能

となる。これにより、既存日系顧客への提供価値を高めるだけでなく、非日系顧客へも営

業を拡大する。  
これらの取組みにより、航空国際貨物事業において一単位当たり販売費の額を、基準年

度における当該販売費の額から 13.97%低減させることを目指す。 
 

・産業競争力強化法第２１条の２８第２項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に

特に資するものとして主務大臣が定める基準への適合：有 
・産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準への適合：有 
 

  （７） 事業適応の開始時期及び終了時期 
開始時期：令和４年（２０２２年）４月 
終了時期：令和８年（２０２６年）１２月 

 



日本通運株式会社の事業適応計画のポイント

日本通運株式会社は、基幹システムの導入により「グローバルレベルでの情報一元化」を実現させ、オープン化を図ることで、工
数削減やタイムリーな経営判断を実現するとともに、時代の潮流に応じて多様化する顧客ニーズに応じたサービス展開を図る。
これにより、顧客提供価値の向上と業務効率化を同時に目指し、グローバル市場における競争力を向上させる。

2022年3月29日

＜取組の内容のイメージ＞＜事業適応計画の概要＞

１．事業適応計画の実施期間
2022年4月～2026年12月

２．生産性向上目標・新需要開拓
目標
ROAを1.5％ポイント以上向上させる
ことを目標とする

３．前向きな取組の内容
国際航空貨物事業における貨物量あ
たり販売費を8.8%以上削減すること
を目標とする

４．支援措置
税制措置（DX投資促進税制）

顧客提供価値の更なる向上
・API連携による顧客システム
との連携

資料作成工数の削減
・通関資料
・分析資料、等

時代の潮流に応じた
新たな顧客提供価値の創出
・新システムやツールとの連携

• 海外とのリアルタイムでの情報共有
• データの標準化
• 全世界のデータの蓄積

グローバルレベルでの情報一元化 一元化されたデータ×分析

• 経営情報、顧客別分析情報を
分析・ビジュアライズ

オープン化

• 外部法人との新規連携が容易化
• 新たなサービスへの拡張性

DX

業務効率化営業力強化

国際航空貨物事業の収益力増強 × 陸空海のクロスモードセールス

「グローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニー」


